
 四日市市霊園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２６日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第１０８号 

   四日市市霊園条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市霊園条例施行規則（昭和４６年四日市市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

（使用権の承継） （使用権の承継） 

第１２条 条例第１２条の規定により墓

地の使用権を承継しようとする者（以下

「承継者」という。）は、墓地使用権承

継許可申請書（第９号様式）に戸籍謄本

等承継を証明する書類、承継者の住民票

の写し及び許可証を添えて市長に提出

し、許可証の使用権承継の欄に記載を受

けなければならない。 

第１２条 条例第１２条の規定により墓

地の使用権を承継しようとする者（以下

「承継者」という。）は、墓地使用権承

継許可申請書（第９号様式）に被承継使

用者との続柄を示す戸籍謄（抄）本、承

継者の住民票の写し及び許可証を添え

て市長に提出し、許可証の使用権承継の

欄に記載を受けなければならない。 

 

 第２号様式を次のように改める。 



 
 
第２号様式（第４条関係） 

墓 地 使 用 許 可 申 請 書 

霊 園 名       霊 園 

位   置     号 

面   積     ㎡ 

使 用 料     円 

申 請 者 

住所  

氏名             電話 
 

（氏名の記載に当たっては申請者の署名または記名押印とすること） 
 

      年    月    日 
 
 
                     四日市市長  森  智 広 



第４号様式を次のように改める。 



第 4号様式（第 8条関係） 
 

四日市市墓地使用料・管理料還付申請書 
 

   年   月   日 
四日市市長  
 
 

申請者（使用者） 
 住所 
 
 氏名                 

（氏名の記載に当たっては申請者の署名または記名押印とすること） 
 
 
 

 四日市市霊園条例第１５条第１項の規定に基づき墓地区画を返還したので、既納の 
使用料及び前納した管理料の還付を次のとおり請求します。 
 

霊園名称 墓地区画番号 使用許可年月日 許可番号 区画面積 

    霊園   年 月 日 第    号 ㎡ 
 

返還届出年月日 ※同左決定年月日 ※還付申請受理年月日 ※同左決定年月日 

年   月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 
 

既納墓地使用料 収納済年月日 還付率 還付額 適用 

円 年 月 日 １０・５割 円 2 年以内・それ以上 

 
前納管理料 還付年度数 還付額 前納年月日 返還後残年度数 

   年度分   円 年 月 日    年度分 
 



第６号様式を次のように改める。 



第 6 号様式（第 10 条関係） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

墓地内工事着工届出書 

霊 園 名                   霊園 

位  置 第    区    －       号 

面  積                   平 方 米 

許可年月日    年  月  日 許可番号 第      号 

届 出 者 
住所 

 

氏名 
 

 

 
※ 添付書類・・・設計図（平面、立面） 
 
     年   月   日 
 
 

四日市市長  
 



第８号様式から第１１号様式までを次のように改める。 



 
第 8 号様式（第 10 条関係） 
 

 
 

   年   月   日 
 
 四日市市長  
 

墓地内工事完成届 

霊園名                 霊  園 

墓地位置  第    区     －        号 

同面積                平 方 米 

同使用許可日    年  月  日 許可番号 第      号 

完成日     年    月    日 

墓 地 
使用者 

住所 
 

氏名 
 

℡ 
 

 
工事業者 

 

 



第 9 号様式（第 12 条関係） 
 
 
 

   年   月   日 
四日市市長  

申請者 住所 
 
                   氏名            

（氏名の記載に当たっては申請者の署名または記名押印とすること） 
                   電話番号 
 

墓地使用権承継許可申請書 
 
 四日市市霊園条例第１２条に基づき、下記のとおり墓地の使用権を承継したいので

申請いたします。 
 

記 
 
１． 承継申請墓地 

霊 園 名 種  別 番  号 被承継墓地使用者（墓地台帳記載者） 

霊園 
（新・旧） 

    

等 
号 

住所 
 
氏名               

霊園 
（新・旧） 

    

等 
号 

住所 
 
氏名               

（生前承継の場合、上記自筆及び印鑑登録印捺印） 
２．申請者の被承継墓地使用者との続柄 
 
 
３．承継の理由 
 
 
 
 



第 10 号様式（第 13 条関係） 
 
 

代理人選任（変更）届出書 
 

   年   月   日 
四日市市長 

届出者（使用者） 
住所 

 
氏名                   
 
電話 

 
次のとおり代理人を選任（変更）しましたので届け出ます。 
 

墓地区画番号・面積 霊園     －     号    ㎡ 

□選任 
 

代理人 
 

□変更 

本籍  

住所 
〒         電話 
 

氏名  

変 更 前 
住所  

氏名  

 
※代理人の住民票（本人）の写し及び使用許可証を提出すること。 
 
 

承      諾      書 
私は、四日市市霊園条例施行規則第１３条の規定に基づき、使用者の代理人となるこ

とを承諾します。 
 

代理人（変更のときは変更後の代理人） 
住所 
 
氏名                  

 

 



第 11 号様式（第 14 条関係） 
 
 
 

   年   月   日 
 四日市市長 
 
 

申請者（使用者） 
 
住 所 
 
氏 名                    

 

電話番号 
 
 

墓地使用許可証再交付申請書 
 
 

  下記の墓地使用許可証を紛失いたしましたので、同証を再交付いただきたく、申請いた 
します。なお、紛失いたしました許可証が万一見つかりました場合は、同許可証をお返し 
いたします。 

 
 

記 
 
 

使用墓地所在霊園                霊園 
 

使用墓地区画位置                 号 
 

使用許可年月日          年   月   日 
 

使用許可番号           第       号 
 
 



第１３号様式を次のように改める。 



 
第 13号様式（第 16条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
    年   月   日 
 
  四日市市長  
 

 

墓 地 返 還 届 出 書 

霊 園 名 市 営            霊 園 

位   置    －       号 

面   積                    ㎡ 

許 可 証    年   月   日  第       号 

被使用 
許可者 

住 所 
 

氏 名 
 
 

届出者 
住 所 

 
ＴＥＬ 

 

氏 名  
（氏名の記載に当たっては届出者の署名または記名押印とすること） 

続柄 
 

 
 

 
工事業者 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市霊園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われ

る墓地の使用権の承継の申請から適用し、同日前に行われた墓地の使用権の承継の

申請については、なお従前の例による。 

（四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 規則名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市斎場条例施行規則

（昭和４５年四日市市規則第

２７号） 

（略）  

 四日市市内部・八王子線鉄道

施設条例施行規則（平成２７

年四日市市規則第２１号） 

（略）  

 （略）  

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 



 規則名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市斎場条例施行規則

（昭和４５年四日市市規則第

２７号） 

（略）  

 四日市市霊園条例施行規則

（昭和４６年四日市市規則第

１号） 

第２号様式、第４号様

式、第６号様式、第８号

様式、第９号様式（申請

者欄に限る。）、第１０号

様式、第１１号様式及び

第１３号様式 

第２号様式、第４号

様式、第９号様式及

び 第 １ ３ 号 様 式 に

ついては、署名をし

た場合に限る。 

 

 四日市市内部・八王子線鉄道

施設条例施行規則（平成２７

年四日市市規則第２１号） 

（略）  

 （略）  

 

 

（環境部生活環境課） 
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